
 

 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会請負工事監督事務取扱要領 

 

 制定 2024 年 9月 27 日 

 

(趣旨) 

第１条 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会（以下「協会」という。）が発注す

る工事及び製造(物品の製造を除く。)の請負(以下「工事」という。)の監督事務の取扱

いについては、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

(用語の意義) 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 工事担当 部 整備部をいう。 

(2) 工事担当部長 工事担当部の長又はこれに準ずる職にある者をいう。 

(監督員の一般的職務等) 

第３条 監督員は、公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会契約規程第 27条第１項

に定める者とし、工事担当部に総括監督員、主任監督員及び担当監督員を置く。 

２ 総括監督員は、工事を監督する課の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次

の職務を担当する。 

(1) 契約の履行についての請負人に対する指示、承諾及び協議(以下「指示等」とい

う。)に関すること(重要なものに限る。)。 

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること(重要なものに限る。)。 

(3) 主任監督員及び担当監督員に対する指揮監督に関すること。 

３ 主任監督員は、工事を監督する係の長又はこれに準ずる職位以上の職にある者をもっ

て充て、次の職務を担当する。 

(1) 契約の履行についての請負人に対する指示等に関すること(前項第１号及び次項第

１号に該当するものを除く。)。 

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること(前項第２号及び次項第２号

に該当するものを除く。)。 

(3) 担当監督員に対する指揮監督に関すること。 

４ 担当監督員は、工事担当部の技術職員又は事務総長から監督の委託を受けた者をもっ

て充て、次の職務を担当する。 

(1) 契約の履行についての請負人に対する指示等に関すること(軽易なものに限

る。)。 

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること(軽易なものに限る。)。 

(3) 請負人が作成した設計図書に基づく工事の施行のための詳細図の承諾及び交付に

関すること。 



 

 

(4) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施行状況の検査並びに工事材料の

試験及び検査に関すること。 

５ 総括監督員は、監督員としての職務のほか、主任監督員及び担当監督員の監督事務の

遂行について調整を図り、必要に応じて監督員を代表する。 

６ 第１項の規定にかかわらず、工事担当部長が必要がないと認めるときは、主任監督員

又は担当監督員のいずれか１人を置かないことができる。この場合において、主任監督

員を置かないときの総括監督員は主任監督員の職務を、担当監督員を置かないときの主

任監督員は担当監督員の職務をそれぞれ担当するものとして、この要領の規定を適用す

る。 

７ 第２項の規定にかかわらず、工事担当部長が特別の必要があると認めるときは、自ら

を総括監督員とすることができる。 

(監督員の任命) 

第４条 工事担当部の監督員は、工事担当部長が任命する。 

２ 前項の規定による監督員の任命は、監督員任命簿（第１号様式）により行う。監督員

を変更する場合も、同様とする。 

３ 工事担当部長は、第１項の規定により監督員を任命したときは、監督員任命通知書

（第２号様式）により、その旨を請負人に通知しなければならない。 

４ 工事担当部長は、１工事について主任監督員又は担当監督員をそれぞれ２人以上任命

し監督事務を分担させるときは、その分担させる内容を定めなければならない。 

(施工の管理の状況の報告) 

第５条 担当監督員は、必要に応じ、施工の管理の状況について、主任監督員に報告しな

ければならない。 

２ 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告し

なければならない。 

(工事の促進) 

第６条 担当監督員は、工事の進捗状況を工程表と照合し、工事の促進について請負人に

必要な指示をしなければならない。 

２ 担当監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、主任監督員に報告する

とともに、請負人に必要な指示をしなければならない。 

３ 担当監督員は、天災その他事故によって工事の進捗が妨げられたときは、主任監督員

に報告し、その指示を受けなければならない。 

４ 主任監督員は、第２項の報告があったとき、又は前項の指示をしたときは、速やか

に、その旨を総括監督員に報告しなければならない。 

  



 

 

(臨機の措置) 

第７条 担当監督員は、災害の防止その他工事の施行上緊急やむを得ず臨機の措置をとら

せる必要があると認めたときは、主任監督員に報告してその指示を受け、請負人にその

措置について指示をしなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でそのいとま

がないときは、自らの判断で指示し、直ちにそのてんまつを主任監督員に報告しなけれ

ばならない。 

２ 担当監督員は、請負人から災害の防止その他工事の施行上急迫の事情があると判断し

てとった措置についてその旨通知を受けたときは、意見を付して主任監督員に報告しな

ければならない。 

３ 主任監督員は、第１項の指示をしたとき、又は前項の報告があったときは、速やか

に、その旨を総括監督員に報告しなければならない。 

(施工の際の立会いその他の方法による確認等) 

第８条 担当監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、立会いその他の方法によ

りその施工を確認しなければならない。 

(1) 工事の内容により重要な施工と認められるとき。 

(2) 工事完成後の検査が極めて困難であり、又は検査に多額の費用を要すると認めら

れる施工をするとき。 

(3) 工期と施工技術よりみてやり直しがきかないと判断したとき。 

２ 担当監督員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ請負人に指示しておか

なければならない。 

３ 担当監督員は、請負人が担当監督員の指示に反して第１項に規定する立会い若しくは

その他の方法による確認を受けないで施工したとき、又は特に破壊して確認をする必要

があると認めたときは、その実状を主任監督員に報告し、その指示を受けなければなら

ない。 

４ 主任監督員は、前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しな

ければならない。 

(手直しの指示) 

第９条 監督員は、工事の施行が設計図書に適合しないと認めるときは、請負人に対し、

手直しを指示しなければならない。 

２ 前項に規定する場合のほか、総括監督員は、公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会

協会請負工事検査事務取扱要領第７条第３項の規定により請負人の給付が当該契約の内

容に適合しない旨の通知を受けたときは、請負人に対し、手直しを指示しなければなら

ない。 

(設計図書に明記されていない場合の措置等) 

第 10 条 担当監督員は、契約の相手方から次の各号のいずれかに該当しその確認を求め

られたとき、又は自ら次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、主任監督



 

 

員に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、その事実が軽微なものについ

ては自らの判断でその措置を契約の相手方に指示し、その旨を主任監督員に報告しなけ

ればならない。 

(1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれら

の図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤びゅう又は脱

漏があることを含む。）。 

(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、契約の履行上の制約等設計図書に示された

自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。 

(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状 

態が生じたこと。 

(工事の変更等) 

第 11 条 担当監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、理由を付し

て主任監督員に報告しなければならない。 

(1) 工事の内容を変更する必要があると認めたとき。 

(2) 工事を打ち切る必要があると認めたとき。 

(3) 工事を一時中止する必要があると認めたとき。 

２ 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告し

なければならない。 

３ 総括監督員は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合は、請負人に対し、

工事の内容の変更を指示することができる。 

(1) 客観的に工事の内容の変更が避けられないと認められるとき。 

(2) 早急に工事の内容を変更しなければ工事の目的達成に支障があると認められると

き。 

４ 主任監督員は、緊急に工事を中止する必要があると認めるときは、上司の決裁を受け

る以前において、担当監督員をして請負人に工事の一時中止を指示させることができ

る。 

(監督員による指示の方法) 

第 12 条 監督員は、この要領に基づいて請負人に対して必要な指示をするときは、監督

員指示書（第３号様式）により行わなければならない。 

(工事の監督の記録) 

第 13 条 監督員は、第６条から前条までの規定により行った措置、指示その他の事項を

工事監督記録簿（第４号様式）に記録しなければならない。 

(この要領の適用等) 

第 14 条 工事担当部長が、あらかじめ工事の内容又は請負金額を考慮して軽易な工事で

あると認めた工事の監督については、この要領に定める監督事務の一部を省略し、又は

別に工事担当部長が定める監督事務の方法によることができる。 



 

 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この要領は、制定の日から施行する。 

 


